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第第一一節節  出出願願書書類類等等のの閲閲覧覧及及びび交交付付  

 

何人も、特許庁長官に対して、提出した書類等の閲覧の請求ができます（特186(1)、実55(1)、

意63(1)、商72(1）。（注１） 

また、ファイルに記録されている事項（オンラインシステムを使用して行われた手続、磁気ディ

スクの提出により行われた手続、書面の提出により行われた手続、さらにはオンラインシステムを

使用して行われた処分等、文書をもって行われた処分等）又は特許（登録）原簿等に記録されてい

る事項を対象として、オンラインシステムを使用して行う閲覧及び交付を請求することができます

（特例法12）。 

（注１）最終処分確定後、権利期間及び保存期間を経過して書類（包袋等）が廃棄処分となっ

たものは除きます。また、特許庁の執務に支障があるときは、閲覧の日時を別に指定

することがあります。 

 

ただし、以下の①ないし⑦に該当する者以外は、閲覧及び交付の請求をすることができません。 

 

① 特許出願に関する書類については、出願公開又は特許権の登録がされていない出願（拒絶査

定不服審判に係属中であっても同様）の出願人、出願人代理人、審判請求人、審判請求人代理

人、利害関係人（注２） 

② 実用新案登録出願に関する書類については、実用新案権の登録がされていない出願の出願 

人、出願人代理人、利害関係人（注２）  

③ 意匠登録出願に関する書類については、意匠権の登録がされていない出願（拒絶査定不服審

判又は補正却下決定不服審判に係属中であっても同様）及び秘密意匠（意匠法第14条第1項に

よる秘密にすることを請求した意匠）の出願人、出願人代理人、審判請求人、審判請求人代理

人、意匠権者、利害関係人（注２） 

（注２）利害関係人とは 

(ｲ) 閲覧等につき出願人（秘密意匠は権利者）の同意を得た者 

(ﾛ) 拒絶理由通知の理由中に引例された出願について、拒絶理由通知を受けた出願人又は

その代理人 

(ﾊ) 出願公開前又は登録前の出願人、又は秘密意匠の権利者から、その発明、考案又は意

匠の実施について警告等を受けた者 

(ﾆ) 秘密意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟

の当事者又は参加人 

④ 無効審判等又は判定に係る書類であって、当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載され

た旨の申し出があったものは、当事者、参加人又は提出者より同意を得た者 

⑤ 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれのあるものは、書類の提出者又は提出者の同意を

得た者 

⑥ 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるものは、書類を提出した者 

― 553 ―



 

- 554 - 

 

 

⑦ 延長の理由を記載した資料に記載されている事項のうち、延長登録出願人（拒絶査定不服審

判の審判請求人）から営業秘密が記載されている旨の申出があった事項で、特許庁長官が認め

た事項は、出願人（審判請求人）、出願人（審判請求人）代理人、利害関係人（注３） 

（注３）利害関係人とは 

(ｲ) 閲覧等につき出願人の同意を得た者 

(ﾛ) 当該延長登録出願に係る無効審判の請求人又はその代理人であって、審理上その者に

閲覧等を認めることが必要であると認められる者 

 

 また、特許出願に係る明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び

国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されているか否かにかかわらず、特許

庁長官が経済安全保障推進法第 66条第１項本文若しくは第２項の規定による送付をする場合に該

当しないと判断するまでの間又は同法第 67 条で規定する内閣総理大臣による保全審査により、当

該発明に係る情報の保全をすることが適当と認められるかどうかについての判断がなされるまでの

間は、当該特許出願に係る認証付きファイル記録事項記載書類の交付について、発行制限します。 

 なお、経済安全保障推進法が根拠の書類は「１．特許及び実用新案(1)書類の閲覧」に準じて閲

覧請求が可能です。 

 

１１．．特特許許及及びび実実用用新新案案  

((11))  書書類類のの閲閲覧覧（（平平成成２２年年1111月月3300日日以以前前のの出出願願書書類類））  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、請求した事件の書類の閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「閲覧請求書」に出願番号、特許（登録）番号及び審判請求があった

書類には審判番号等の事件を特定し、請求人の氏名（名称）（法人にあっては代表者の氏名も

記載）、住所（居所）、電話番号及び請求の年月日を記載して、適正の手数料を納付して請求

します。 

③ 手数料額 １件につき 1,500円 

 

((22))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの閲閲覧覧  （（平平成成２２年年1122月月１１日日以以降降のの出出願願書書類類））  

［［オオンンラライインンにによよるる閲閲覧覧請請求求］］  

① 閲覧の方法 

オンラインシステムを使用して閲覧請求をし、請求をした者の入出力装置の映像面に表示し

て閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

「ファイル記録事項の閲覧（縦覧）請求書」（文例１参照）に出願番号、請求人の識別番

号、住所又は居所、氏名又は名称、法人にあっては代表者の氏名を記録して請求します。 

（注）オンラインシステムを使用して閲覧請求を行う場合には、事前手続が必要です。（詳し

くは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。） 
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③ 手数料額 １件につき 600円 

※無料の期間[特許] 特許公報発行の日から１年間は無料です（手数料令５(2)）。 

 

［［書書面面にによよるる閲閲覧覧請請求求］］  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、特許庁の使用に係る入出力装置の映像面に表

示して閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「ファイル記録事項の閲覧（縦覧）請求書」に出願番号、請求人の識

別番号、住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっては代表者の氏名も記載）、及び請求の年

月日、を記載して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 900円 

※無料の期間［特許］ 特許公報発行の日から１年間は無料です（手数料令５(2)）。 

 

((33))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの書書類類のの交交付付（（平平成成２２年年1122月月１１日日以以降降のの出出願願書書類類））  

［［オオンンラライインンにによよるる交交付付請請求求］］  

① 交付請求の方法 

オンラインシステムを使用し、書類の交付請求を行います。 

② 交付請求の手続 

「ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例３参照）に出願番号、請求人の識別番

号、住所又は居所、氏名又は名称、法人にあっては代表者の氏名を記録して請求します。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で受

ける場合には「郵送」と記録します。 

また、認証を求める場合には「認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例７参

照）の様式により書類の交付請求を行います。 

（注）オンラインシステムを使用して交付請求を行う場合には、事前手続が必要です。（詳し

くは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。） 

③ 手数料額 １件につき 1,000円 

 

［［書書面面にによよるる交交付付請請求求］］  

① 交付請求の方法 

特許庁の閲覧窓口又は郵送により書類の交付請求を行います。 

② 交付請求の手続 

「ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例４参照）に提出年月日、出願番号、請求

人の識別番号（識別番号が付与されている場合）、住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっ

ては代表者の氏名も記載します）、電話番号、連絡先を記載して、適正の手数料を納付して請

求します。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で受
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ける場合には「郵送」と記載します。 

また、認証を求める場合には「認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例８参

照）の様式により書類の交付請求を行います。 

③ 手数料額 １件につき 1,300円 

 

２２．．意意匠匠及及びび商商標標  

((11))  書書類類のの閲閲覧覧（（平平成成1111年年1122月月3311日日以以前前のの出出願願書書類類、、意意匠匠ののひひなな形形又又はは見見本本及及びび商商標標法法第第５５条条第第

４４項項のの物物件件））  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、請求した事件の書類の閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「閲覧請求書」に出願番号、登録番号及び審判請求があった書類には

審判番号等の事件を特定し、請求人の氏名（名称）（法人にあっては代表者の氏名も記載）、

住所（居所）、電話番号及び請求の年月日を記載して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 1,500円 

※縦覧の期間［商標法第５条第４項の物件］ 商標公報発行の日から２月間は無料です（商

標法18(4)）。 

 

((22))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの閲閲覧覧（（縦縦覧覧））（（平平成成1122年年１１月月１１日日以以降降のの出出願願書書類類））  

［［オオンンラライインンにによよるる閲閲覧覧請請求求］］  

① 閲覧の方法 

オンラインシステムを使用して閲覧請求をし、請求をした者の入出力装置の映像面に表示し

て閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

「ファイル記録事項の閲覧（縦覧）請求書」（文例１参照）に出願番号、請求人の識別番

号、住所又は居所、氏名又は名称、法人にあっては代表者の氏名を記録して請求します。 

（注）オンラインシステムを使用して閲覧請求を行う場合には、事前手続が必要です。（詳し

くは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。） 

③ 手数料額 １件につき 600円 

※縦覧の期間［商標］ 商標公報発行の日から２月間は無料です（特例11）。 

 

［［書書面面にによよるる閲閲覧覧請請求求］］  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、特許庁の使用に係る入出力装置の映像面に表

示して閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「ファイル記録事項の閲覧（縦覧）請求書」に出願番号、請求人の識

別番号、住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっては代表者の氏名も記載）、及び請求の年

― 556 ―



 

- 557 - 

 

 

月日を記載して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 900円 

※縦覧の期間［商標］ 商標公報発行の日から２月間は無料です（特例11）。 

 

((33))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの書書類類のの交交付付（（平平成成1122年年11月月１１日日以以降降のの出出願願書書類類））  

交付請求の方法は「１．特許及び実用新案（３）ファイルに記録されている事項の書類の交

付」に準ずる。 

 

３３．．審審判判  

((11))  書書類類のの閲閲覧覧（（たただだしし、、平平成成1122年年１１月月１１日日以以降降のの拒拒絶絶査査定定不不服服審審判判及及びび意意匠匠又又はは商商標標のの補補正正却却

下下決決定定不不服服審審判判はは除除くく））  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、請求した事件の書類の閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「閲覧請求書」に審判番号、出願番号、特許（登録）番号等の事件を

特定し、請求人の氏名（名称）（法人にあっては代表者の氏名も記載）、住所（居所）、電話

番号及び請求の年月日を記載して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 1,500円 

 

((22))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの閲閲覧覧（（平平成成1122年年１１月月１１日日以以降降のの拒拒絶絶査査定定不不服服審審判判及及びび意意匠匠

又又はは商商標標のの補補正正却却下下決決定定不不服服審審判判））  

［［オオンンラライインンにによよるる閲閲覧覧請請求求］］  

① 閲覧の方法 

オンラインシステムを使用して閲覧請求をし、請求をした者の入出力装置の映像面に表示し

て閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

「ファイル記録事項の閲覧（縦覧）請求書」（文例１参照）に出願番号、審判番号、請求人

の識別番号、住所又は居所、氏名又は名称、法人にあっては代表者の氏名を記録して請求しま

す。 

（注）オンラインシステムを使用して閲覧請求を行う場合には、事前手続が必要です。（詳し

くは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。） 

③ 手数料額 １件につき 600円 

 

［［書書面面にによよるる閲閲覧覧請請求求］］  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、特許庁の使用に係る入出力装置の映像面に表

示して閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 
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閲覧窓口に備え付けの「ファイル記録事項の閲覧（縦覧）請求書」に出願番号、審判番号、

請求人の識別番号、住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっては代表者の氏名も記載）、及

び請求の年月日を記載して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 900円 

 

((33))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの書書類類のの交交付付（（平平成成1122年年１１月月１１日日以以降降のの拒拒絶絶査査定定不不服服審審判判及及

びび意意匠匠又又はは商商標標のの補補正正却却下下決決定定不不服服審審判判））  

［［オオンンラライインンにによよるる交交付付請請求求］］  

① 交付請求の方法 

オンラインシステムを使用し、書類の交付請求を行います。 

② 交付請求の手続 

「ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例３参照）に出願番号、審判番号、請求人

の識別番号、住所又は居所、氏名又は名称、法人にあっては代表者の氏名を記録して請求しま

す。 

また、認証を求める場合には「認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例７参

照）の様式により書類の交付請求を行います。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で受け

る場合には「郵送」と記録します。 

（注）オンラインシステムを使用して交付請求を行う場合には、事前手続が必要です。（詳し

くは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。） 

③ 手数料額 １件につき 1,000円 

 

［［書書面面にによよるる交交付付請請求求］］  

① 交付請求の方法 

特許庁の閲覧窓口又は郵送により書類の交付請求を行います。 

② 交付請求の手続 

「ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例４参照）に提出年月日、出願番号、審判

番号、請求人の識別番号（識別番号が付与されている場合）、住所又は居所、氏名又は名称

（法人にあっては代表者の氏名も記載します）、電話番号、連絡先を記載して、適正の手数料

を納付して請求します。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で受

ける場合には「郵送」と記載します。 

また、認証を求める場合には「認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例８参

照）の様式により書類の交付請求を行います。 

③ 手数料額 １件につき 1,300円 

 

４４．．異異議議申申しし立立ててにに関関すするる書書類類  

① 閲覧の方法 
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特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、請求した事件の書類の閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けられている「閲覧請求書」に、特許（登録）番号及び異議番号を記載

し、請求人の氏名（名称）（法人にあっては代表者の氏名も記載します）、住所（居所）、電

話番号及び請求の年月日を記載して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 1,500円 

 

５５．．特特許許協協力力条条約約にに基基づづくく国国際際出出願願  

((11))  書書類類のの閲閲覧覧（（平平成成1111年年1122月月3311日日以以前前にに国国内内書書面面又又はは翻翻訳訳文文がが提提出出さされれたた国国際際特特許許出出願願及及びび国国  

際際実実用用新新案案登登録録出出願願））  

閲覧請求の方法は「１．特許及び実用新案(1)書類の閲覧」に準ずる。 

 

((22))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの閲閲覧覧（（平平成成1122年年１１月月１１日日以以降降にに国国内内書書面面又又はは翻翻訳訳文文がが提提出出  

さされれたた国国際際特特許許出出願願及及びび国国際際実実用用新新案案登登録録出出願願））  

閲覧請求の方法は「１．特許及び実用新案(2)ファイルに記録されている事項の閲覧」に準

ずる。 

 

((33))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの書書類類のの交交付付（（平平成成1122年年１１月月１１日日以以降降にに国国内内書書面面又又はは翻翻訳訳  

文文がが提提出出さされれたた国国際際特特許許出出願願及及びび国国際際実実用用新新案案登登録録出出願願））  

交付請求の方法は「１．特許及び実用新案(3)ファイルに記録されている事項の書類の交

付」に準ずる。 

 

６６．．ママドドリリッッドド協協定定議議定定書書にに基基づづくく国国際際登登録録出出願願  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、請求した事件の書類の閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「閲覧請求書」に国際登録番号を記載し、請求人の氏名（名称）（法

人にあっては代表者の氏名も記載します）、住所（居所）、電話番号及び請求の年月日を記載

して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 1,500円 

※縦覧の期間［商標］ 商標公報発行の日から２月間は無料です（商標法18(4)）。 

 

７７．．ハハーーググ協協定定ののジジュュネネーーブブ改改正正協協定定にに基基づづくく意意匠匠のの国国際際出出願願  

((11))  書書類類のの閲閲覧覧  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、請求した事件の書類の閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「閲覧請求書」に出願番号を記載し、請求人の氏名（名称）（法人に
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あっては代表者の氏名も記載します）、住所（居所）、電話番号及び請求の年月日を記載し

て、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 1,500円 

 

((22))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの閲閲覧覧（（拒拒絶絶査査定定不不服服審審判判及及びび補補正正却却下下決決定定不不服服審審判判））  

閲覧請求の方法は「３．審判(2)ファイルに記録されている事項の閲覧」に準ずる。 

 

((33))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの書書類類のの交交付付（（出出願願番番号号がが22001177年年以以降降のの出出願願、、拒拒絶絶査査定定不不服服

審審判判及及びび補補正正却却下下決決定定不不服服審審判判））  

  

［［出出願願番番号号がが22001177年年以以降降のの出出願願］］  

① 交付請求の方法 

特許庁の閲覧窓口又は郵送により書類の交付請求を行います。 

② 交付請求の手続 

「ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例４参照）に提出年月日、出願番号、請求

人の識別番号（識別番号が付与されている場合）、住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっ

ては代表者の氏名も記載します）、電話番号、連絡先を記載して、適正の手数料を納付して請

求します。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で受

ける場合には「郵送」と記載します。 

また、認証を求める場合には「認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例８参

照）の様式により書類の交付請求を行います。 

③ 手数料額 １件につき 1,300円 

  

［［拒拒絶絶査査定定不不服服審審判判及及びび補補正正却却下下決決定定不不服服審審判判］］  

交付請求の方法は「３．審判(3)ファイルに記録されている事項の書類の交付」に準ずる。 

 

８８．．電電子子特特殊殊申申請請にによよりり提提出出さされれたた書書類類  

((11))  書書類類のの閲閲覧覧  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、請求した事件の書類の閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「閲覧請求書」に出願番号、登録番号及び審判請求等の事件を特定

し、請求人の氏名（名称）（法人にあっては代表者の氏名も記載）、住所（居所）、電話番号

及び請求の年月日を記載して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 1,500円 

 

((22))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの書書類類のの交交付付  
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［［オオンンラライインン（（「「特特殊殊申申請請」」タタブブ））にによよるる交交付付請請求求］］  

① 交付請求の方法 

オンラインシステム（「特殊申請」タブ）を使用し、書類の交付請求を行います。 

② 交付請求の手続 

「ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例３－２参照）に出願番号、登録番号及び

審判番号等の事件を特定する番号、請求人の識別番号、住所又は居所、氏名又は名称、法人に

あっては代表者の氏名を記録して請求します。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で受

ける場合には「郵送」と記録します。 

また、認証を求める場合には「認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例７－

２参照）により書類の交付請求を行います。 

（注）オンラインシステムを使用して交付請求を行う場合には、事前手続が必要です。（詳し

くは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。） 

③ 手数料額 １件につき 1,000円 

 

［［書書面面にによよるる交交付付請請求求］］  

① 交付請求の方法 

特許庁の閲覧窓口又は郵送により書類の交付請求を行います。 

② 交付請求の手続 

「ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例４－２参照）に提出年月日、出願番号、

登録番号及び審判番号等の事件を特定する番号、請求人の識別番号（識別番号が付与されてい

る場合）、住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっては代表者の氏名も記載します）、電話

番号、連絡先を記載して、適正の手数料を納付して請求します。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で受

ける場合には「郵送」と記載します。 

また、認証を求める場合には「認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例８－

２参照）により書類の交付請求を行います。 

③ 手数料額 １件につき 1,300円 

  

９９．．磁磁気気テテーーププををももっってて調調製製さされれてていいるる特特許許（（登登録録））原原簿簿のの閲閲覧覧  

((11))  オオンンラライインンにによよるる閲閲覧覧請請求求  

① 閲覧の方法 

オンラインシステムを使用して閲覧請求をし、請求をした者の入出力装置の映像面に表示し

て閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

「登録事項の閲覧請求書」（文例２参照）に特許（登録）番号、請求人の識別番号、住所又

は居所、氏名又は名称、及び法人にあっては代表者の氏名を記録して請求します。 

（注）オンラインシステムを使用して閲覧請求を行う場合には、事前手続が必要です。（詳し
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くは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。） 

③ 手数料額 １件につき 600円 

 

((22))  書書面面にによよるる閲閲覧覧請請求求  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、特許庁の使用に係る入出力装置の映像面に表

示して閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「登録事項の閲覧請求書」に特許（登録）番号、請求人の識別番号、

住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっては代表者の氏名も記載）、及び請求の年月日を記

載して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 800円 

 

1100．．磁磁気気テテーーププををももっってて調調製製さされれてていいるる特特許許（（登登録録））原原簿簿のの交交付付  

((11))  オオンンラライインンにによよるる交交付付請請求求  

① 交付請求の方法 

オンラインシステムを使用し、書類の交付請求を行います。 

② 交付請求の手続 

オンラインシステムを使用して書類の交付請求を行う場合には、「登録事項記載書類の交付

請求書」（文例５参照）に特許（登録）番号、請求人の識別番号、住所又は居所、氏名又は名

称、法人にあっては代表者の氏名を記録して請求します。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で交

付を受ける場合には「郵送」と記録します。 

また、登録事項記載書類に認証を求める場合には「認証付登録事項記載書類の交付請求書」

（文例９参照）の様式により書類の交付請求を行います。 

（注）オンラインシステムを使用して交付請求を行う場合には、事前手続が必要です。（詳し

くは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。） 

③ 手数料額 １件につき 800円 

 

((22))  書書面面にによよるる交交付付請請求求  

① 交付請求の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面にて交付請求を行います。（郵送での手続も可能です。） 

② 交付請求の手続 

書面により書類の交付請求を行う場合には、「登録事項記載書類の交付請求書」（文例６参

照）に特許（登録）番号、請求人の識別番号、住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっては

代表者の氏名も記載）、及び請求の年月日、を記載して、適正の手数料を納付して請求しま

す。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で受
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ける場合には「郵送」と記載します。 

また、認証を求める場合には「認証付登録事項記載書類の交付請求書」（文例10参照）の様

式により書類の交付請求を行います。 

③ 手数料額 １件につき 1,100円 
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【文例１】オンラインによる請求の場合 

【書類名】 ファイル記録事項の閲覧（縦覧）請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

 

【文例２】オンラインによる請求の場合 

【書類名】 登録事項の閲覧請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【特許番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 
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【文例３】オンラインによる請求の場合 

【書類名】 ファイル記録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官     殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付に係る書類名】 

【交付方法】 

【請求部数】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

 

【文例３－２】オンライン（「特殊申請」タブ）による請求の場合 

ファイル記録事項記載書類の交付請求書 

令和  年  月  日  

特許庁長官 殿 

１ 事件の表示 

    特許番号 

２ 請求人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

代表者 

電話番号 

担当者 

３ 交付に係る書類名 

４ 交付方法 

５ 請求部数 

６ 手数料の表示 

予納台帳番号 

納付金額 
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【文例４】書面による請求の場合 

【書類名】 ファイル記録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付に係る書類名】 

【交付方法】 

【請求部数】 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

                                       

 （      円） 
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【文例４－２】書面による請求の場合（電子特殊申請で提出された書類） 

【書類名】 ファイル記録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【事件の表示】 

【特許番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付に係る書類名】 

【交付方法】 

【請求部数】 

                                       

 （      円） 

 

 

  

― 567 ―



 

- 568 - 

 

 

【文例５】オンラインによる請求の場合 

【書類名】 登録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【特許番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付方法】 

【請求部数】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

 

【文例６】書面による請求の場合 

【書類名】 登録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【特許番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付方法】 

【請求部数】 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

                                       

 （      円） 
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【文例７】オンラインによる請求の場合 

【書類名】 認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付に係る書類名】 

【交付方法】 

【請求部数】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

 

【文例７－２】オンライン（「特殊申請」タブ）による請求の場合 

認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書 

令和  年  月  日  

特許庁長官 殿 

１ 事件の表示 

    特許番号 

２ 請求人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

代表者 

電話番号 

担当者 

３ 交付に係る書類名 

４ 交付方法 

５ 請求部数 

６ 手数料の表示 

予納台帳番号 

納付金額 

  

― 569 ―



 

- 570 - 

 

 

【文例８】書面による請求の場合 

【書類名】 認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付に係る書類名】 

【交付方法】 

【請求部数】 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

                                       

 （      円） 
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【文例８－２】書面による請求の場合（電子特殊申請で提出された書類） 

【書類名】 認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【事件の表示】 

【特許番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付に係る書類名】 

【交付方法】 

【請求部数】 

                                       

 （      円） 
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【文例９】オンラインによる請求の場合 

【書類名】 認証付登録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【特許番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付方法】 

【請求部数】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

 

【文例10】書面による請求の場合 

【書類名】 認証付登録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【特許番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付方法】 

【請求部数】 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

                                         

 （      円） 
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